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目
次五四

｜
は
じ
め
に

二
差
止
請
求
権
の
根
拠

（
ご
人
格
権
あ
る
い
は
不
法
行
為

（
二
）
ド
イ
ツ
法
・
ス
イ
ス
法
に
お
け
る
人
格
権

（
三
）
人
格
権
の
概
念

三
差
止
要
件
Ｉ
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
分
析
を
中
心
と
し
て
Ｉ

二
）
判
例

１
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
以
前
（
以
上
本
号
）

事
実
主
張
に
よ
る
名
誉
段
損
と
意
見
・
価
値
判
断
に
よ
る
名
誉
段
損
の
差
止
要
件

結
び 名
誉
駿
損
と
差
止
請
求
ご
）

安
次
富
哲
雄
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二
）
問
題
の
所
在

名
誉
段
損
の
救
済
手
段
と
し
て
は
、
実
定
法
上
、
損
害
賠
償
（
民
七
○
九
条
、
七
一
○
条
）
お
よ
び
名
誉
回
復
処
分
（
民
七
二
三
条
）

が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
事
後
的
救
済
で
あ
り
、
ま
た
不
完
全
で
あ
る
。
金
銭
賠
償
に
つ
い
て
は
、
被
害
の
性
質
上
、
金
銭

的
評
価
が
困
難
で
、
賠
償
額
も
低
く
な
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
、
一
般
的
に
は
謝
罪
広
告
が
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
思
想
・
良
心
の
自
由
（
憲
一
九
条
）
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
、
低
下
し
た
社
会
的
評
価
の
回
復
と
い
う
名
誉
回
復
処
分

の
制
度
目
的
か
ら
み
て
も
不
適
切
で
あ
り
、
さ
ら
に
事
実
主
張
に
よ
る
も
の
以
外
に
、
価
値
判
断
・
論
評
・
意
見
に
よ
る
名
誉
毅
損
の

場
合
に
謝
罪
広
告
が
妥
当
か
と
い
う
こ
れ
ま
で
意
識
的
に
は
議
論
さ
れ
て
な
い
問
題
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て

は
謝
罪
広
告
で
は
な
く
、
取
消
広
告
、
判
決
公
表
、
反
論
権
な
ど
の
救
済
手
段
が
、
ま
た
、
事
実
主
張
に
よ
る
も
の
か
、
価
値
判
断
・

論
評
・
意
見
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
新
聞
・
雑
誌
の
よ
う
な
定
期
刊
行
物
に
よ
る
も
の
か
等
の
侵
害
態
様
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

被
害
者
救
済
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
継
続
中
の
侵
害
行
為
を
排
除
し
た
り
、
侵
害
行
為
を
未
然
に

予
防
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
例
え
ば
、
看
板
の
設
圏
、
図
書
の
販
売
、
映
画
の
上
映
な
ど
に
よ
る
名
誉
駿
損
の
よ
う
に
侵
害
行
為

が
継
続
し
て
い
る
場
合
、
妨
害
排
除
と
し
て
、
看
板
の
撤
去
、
図
書
の
将
来
に
向
か
っ
て
の
頒
布
禁
止
、
映
画
の
将
来
に
向
か
っ
て
の

上
映
禁
止
が
名
誉
の
保
護
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
ま
た
同
様
の
侵
害
行
為
が
将
来
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
妨
害
予
防
と
し
て
、
そ

の
よ
う
な
行
為
を
事
前
に
差
止
め
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
公
職
の
選
挙
の
候
補
者
に
対
し
て
、
虚
偽
の
事
実
等
が
流
布
さ
れ

あ
る
い
は
流
布
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
等
の
よ
う
に
、
侵
害
を
差
止
め
な
け
れ
ば
、
回
復
不
可
能
な
損
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
場
合
も
あ
る
。

は
じ
め
に
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本
稿
は
、
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
判
例
・
学
説
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
ド
イ
ツ
法
、
ス
イ
ス
法
な
ど
の

比
較
法
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
格
権
・
人
格
的
利
益
は
多
岐
に
わ
た
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
内

包
、
外
延
に
関
す
る
明
確
性
の
程
度
が
異
な
り
、
差
止
の
許
否
お
よ
び
そ
の
要
件
も
そ
れ
ぞ
れ
異
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で

第
二
に
、
差
止
要
件
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
人
格
権
な
い
し
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
の
法
的
性
質
が
排
他
的
支
配
権
な
い
し
絶

対
権
だ
と
解
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
侵
害
は
、
原
則
と
し
て
違
法
と
な
り
差
止
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

次
に
、
差
止
の
際
の
違
法
性
と
損
害
賠
償
の
際
の
違
法
性
が
同
一
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
言
論
の
自
由
と

い
う
基
本
的
人
権
と
名
誉
の
保
護
の
調
整
が
問
題
と
な
る
。
名
誉
鍍
損
は
、
新
聞
・
雑
誌
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
の
報
道
機
関
に
よ
る

言
論
活
動
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
差
止
要
件
は
、
事
実
主
張
に
よ
る
名
誉
駿
損
と
価
値
判
断
・
論
評
・
意
見
に
よ
る
名
誉
駿
損
に
よ
っ
て
同
一
な
の
か
、
あ

る
い
は
異
な
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
言
論
の
自
由
と
の
調
整
に
関
連
し
て
、
損
害
賠
償
の
要
件
と
し
て

（
Ｆ
卍
』

’
㈹
『

は
す
で
に
異
な
っ
た
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
差
止
要
件
と
の
関
連
で
は
、
未
だ
自
覚
的
に
は
論
ぜ
ら
れ
て
な
い
。

を
承
認
す
る
の
は
、
現
在
で

題
と
さ
れ
て
い
る
「
人
格
権
・

ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
そ
の
法
的
根
拠
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
人
格
権
を
根
拠
に
す
べ
き
こ
と
が
学
説

で
は
ほ
ぼ
承
認
さ
れ
、
判
例
も
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
（
最
大
判
昭
和
六
一
・
六
・
二
民
集
四
○
巻
四
号

八
七
二
頁
）
で
「
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
」
に
基
づ
く
差
止
を
承
認
す
る
に
い
た
っ
た
。
差
止
請
求
の
法
的
根
拠
と
し
て
の
人
格
権

｛
Ⅱ
）

を
承
認
す
る
の
は
、
現
在
で
は
通
説
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
判
例
に
お
い
て
は
、
目
下
、
法
形
成
途
上
の
も
で
あ
り
、
そ
こ
で
問

題
と
さ
れ
て
い
る
「
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
、
「
人
格
権
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
法
的
性
質
な
ど
が
明

（
二
）
テ
ー
マ
の
限
定

本
稿
は
、
以
上
の
問
壷
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注

（
１
）
名
誉
回
復
処
分
は
、
低
下
し
た
社
会
的
評
価
を
回
復
す
る
た
め
、
社
会
に
対
し
て
評
価
を
低
下
せ
し
め
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
虚
偽

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
自
認
し
、
取
消
す
な
ど
の
形
式
で
、
社
会
的
評
価
が
回
復
さ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
者
の
名
誉
を
侵
害
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
の
自
認
や
謝
罪
文
言
は
不
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
安
次
富
哲
雄
「
民
法
七
二
三
条
の
名
誉
回
復
処
分
に
つ
い
て
（
下
）
」
琉
大

法
学
五
二
号
二
三
五
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
四
宮
和
夫
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
下
）
』
（
青
林
書
院
、
昭
和
六
○
年
）
四
七
一
一
一
頁
参
照
。

（
三
）
差
止
請
求
と
い
う
語
に
つ
い
て

違
法
な
行
為
に
よ
る
侵
害
ま
た
は
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
侵
害
の
差
止
め
を
請
求
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
わ

が
国
の
民
法
理
論
に
よ
れ
ば
、
妨
害
排
除
請
求
、
妨
害
予
防
請
求
の
双
方
を
含
む
も
の
と
し
て
使
用
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
本
稿

も
そ
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
適
宜
区
別
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
た
と

え
ば
、
差
止
要
件
と
の
関
係
で
一
般
的
に
い
え
ば
、
妨
害
予
防
に
当
た
る
場
合
（
事
前
差
止
）
に
は
、
特
に
、
言
論
の
自
由
と
の
調
整

が
よ
り
強
く
要
請
さ
れ
る
等
、
区
別
の
必
要
が
あ
る
。

は
、
差
止
要
件
に
つ
き
、
人
格
権
、
人
格
的
利
益
を
包
括
的
に
と
ら
え
考
察
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
実
際
的
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
で
は
、
差
止
要
件
と
の
関
係
で
は
、
人
格
権
の
内
容
な
い
し
人
格
的
利
益
を
個
別
的
・
類
型
的
に
と
ら
え
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
名
誉

に
つ
き
そ
の
袈
損
の
際
の
差
止
要
件
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
差
止
請
求
の
根
拠
と
の
関
わ
り
で
は
、
問
題
は
、
権

利
な
の
か
、
利
益
な
の
か
、
ま
た
そ
の
個
別
的
な
も
の
を
根
拠
に
す
る
か
、
包
括
的
な
も
の
を
根
拠
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
こ
の
差
止
請
求
の
根
拠
を
論
ず
る
際
に
は
、
個
別
的
・
類
型
的
な
捉
え
方
は
重
要
で
な
い
の
で
、
一
般
的
に
論
ず
る
こ
と

と
す
る
。

（一一一）
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（
５
）
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
穀
損
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
為
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
関
わ
り
、
専
ら
公
益
を
計
る
目
的
に
出
た
こ
と
、
摘

示
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
と
き
は
違
法
性
を
欠
き
、
ま
た
真
実
の
証
明
が
な
く
て
も
真
実
と
信
ず

る
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
故
意
・
過
失
の
要
件
が
欠
け
る
と
さ
れ
て
い
る
（
最
判
昭
和
四
一
・
六
・
一
’
三
民
集
一
一
○
巻
五
号
一
一
一
八
頁
）
、

学
説
上
も
通
説
と
い
っ
て
よ
い
．
意
見
・
論
評
に
よ
る
名
誉
駿
損
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
意
見
表
明
・
論
評
等
で
あ
り
、
そ
の
目
的
が
専

ら
公
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
前
提
事
実
が
主
要
な
点
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
、
人
身
攻
撃
に
及
ぶ
な
ど
論
評
と
し

て
の
域
を
逸
脱
し
た
も
の
で
な
い
限
り
違
法
性
を
欠
き
（
最
判
平
成
元
・
’
二
・
二
一
民
集
四
一
一
一
巻
一
二
号
一
一
一
一
五
二
頁
）
、
ま
た
真
実
の
証
明
が
な
く

て
も
真
実
と
信
ず
べ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
故
意
・
過
失
の
要
件
を
欠
く
と
さ
れ
て
い
る
（
最
判
平
成
九
・
九
・
九
民
集
五
一
巻
八
号
三
八
○

四
頁
）
。
学
説
で
も
、
事
実
の
摘
示
に
よ
る
名
誉
駿
損
と
論
評
・
意
見
に
よ
る
名
誉
段
損
と
は
、
区
別
し
て
取
り
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
点
で
は
、
基
本
的

し
、
こ
の
説
に
」

と
い
っ
て
よ
い
。

（
５
）
事
実
の

（
２
）
平
井
宣
雄
『
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
』
（
弘
文
堂
、
平
成
四
年
）
一
○
四
頁
は
、
論
評
に
よ
る
名
誉
穀
損
の
場
合
に
は
良
心
の
自
由
に
反
し
違
憲

で
あ
る
と
す
る
．
謝
罪
文
言
は
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
、
不
適
切
か
つ
不
要
だ
と
解
す
る
と
、
謝
罪
広
告
か
ら
、
謝
罪
文
言
を
除
い
た
取
消
広
告
が
考

え
ら
れ
る
．
し
か
し
、
論
評
・
意
見
等
の
価
値
判
断
に
よ
る
名
誉
駿
損
の
場
合
に
は
、
被
害
者
の
社
会
的
評
価
の
低
下
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
論
評
・
意

見
を
除
去
し
、
そ
の
社
会
的
評
価
を
回
復
す
る
た
め
に
、
取
消
広
告
と
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
論
評
・
意
見
を
不
当
と
し

て
取
消
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
言
論
の
自
由
（
憲
二
一
条
）
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
論
評
・
意
見
・
価
値
判
断
に
よ
る
名
誉
駿
損
の
場
合
に
は
、
取
梢

広
告
も
な
じ
ま
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
安
次
富
・
前
注
（
１
）
一
五
頁
以
下
参
照
。
論
評
・
意
見
・
価
値
判
断
に
よ
る
名
誉

駿
損
と
名
誉
回
復
処
分
の
問
題
の
考
察
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
３
）
安
次
富
・
前
注
（
１
）
琉
大
法
学
五
二
号
二
四
五
頁
。

（
４
）
宗
宮
信
次
『
増
補
・
名
誉
権
》
圏
（
有
斐
閣
、
一
九
三
九
年
（
初
版
）
）
四
八
二
頁
以
下
は
、
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
を
提
唱
し
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
説
に
対
す
る
賛
同
者
は
、
戦
前
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
通
説
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民
法
の
規
定
上
も
、
名
誉
に
つ
い
て
は
、
生
命
、
身
体
、
自
由
と
並
ん
で
、
権
利
と
構
成
し
う
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
（
民
法
七
○

九
条
、
七
一
○
条
）
。
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
人
格
的
法
益
を
含
む
総
体
な
い
し
上
位
概
念
と
し
て
の
人
格
権
を
実
定
法
上
の
権
利
と
し
て

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
不
法
行
為
的
救
済
と
の
関
係
で
は
、
法
上
保
護
に
値
す
る
利
益
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
、
権

利
概
念
の
必
要
性
は
な
い
。
し
か
し
、
差
止
請
求
の
根
拠
と
の
関
係
で
は
、
人
格
権
の
定
立
が
必
要
と
な
る
。
物
権
に
つ
い
て
は
、
排

他
性
を
有
す
る
権
利
と
し
て
差
止
請
求
の
根
拠
と
な
り
う
る
こ
と
が
判
例
・
学
説
上
確
立
し
て
お
り
、
そ
れ
の
類
推
に
よ
り
同
じ
く
排

他
性
を
有
す
る
人
格
権
に
つ
い
て
も
差
止
の
根
拠
と
し
て
承
認
を
う
る
た
め
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
こ
の
点
に
、
人
格
権
と
い
う
権

に
は
異
論
は
な
い
と
解
さ
れ
る
．
平
井
・
前
注
（
２
）
五
○
頁
以
下
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
三
四
五
頁
以
下
、
神

田
孝
夫
「
論
評
な
い
し
意
見
表
關
に
よ
る
名
誉
駿
損
と
免
責
事
由
（
二
ｌ
判
例
に
お
け
る
『
公
正
な
論
評
」
法
璽
の
生
成
と
闘
鬮
点
１
Ｊ
札
幌

法
学
一
四
巻
二
号
七
頁
以
下
、
五
十
嵐
清
『
人
格
権
法
概
論
』
（
有
斐
閣
、
二
○
○
三
年
）
六
五
頁
以
下
な
ど
。

（
６
）
ド
イ
ツ
法
で
は
、
不
作
為
請
求
と
の
関
係
で
も
、
事
実
主
張
と
価
値
判
断
・
意
見
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
戸
口
目
員
更
穴
目
③
『
》
三
鳥
目
〔

旨
の
『
一
鶴
腸
目
、
二
目
印
・
冨
二
§
・
国
鳥
冒
勺
局
陽
２
国
冨
冒
冒
浸
・
切
自
塁
罰

（
７
）
五
十
嵐
清
『
人
格
権
論
』
（
一
粒
社
、
一
九
八
九
年
）
一
七
頁
以
下
、
同
・
前
注
（
５
）
二
七
一
頁
、
沢
井
裕
『
公
害
差
止
の
法
理
』
（
日
本
評

論
社
、
昭
和
五
一
年
）
二
○
頁
等
、
四
宮
・
前
注
（
１
）
四
六
六
頁
以
下
、
大
塚
直
「
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
－
他
の
構
成
に
よ
る
差
止
請
求
と

の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
民
商
法
雑
誌
二
六
巻
四
・
五
号
一
頁
以
下
等
．

二
）
人
格
権
十

（
１
）
は
じ
め
に

二
差
止
請
求
権
の
根
拠

人
格
権
あ
る
い
は
不
法
行
為
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わ
が
国
で
は
差
止
請
求
権
の
根
拠
に
関
し
て
、
大
別
し
て
、
以
下
の
三
つ
の
見
解
が
あ
る
．
第
一
は
、
物
権
や
人
格
権
な
ど
の
排

他
性
を
有
す
る
絶
対
樵
を
根
拠
と
す
る
見
解
（
権
利
説
）
で
あ
り
通
説
で
あ
る
。
第
二
は
、
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
差
止
を
認
め
る

ご
洲
》

学
説
（
不
法
行
為
説
）
で
、
支
持
者
は
極
め
て
少
な
い
。
第
一
一
一
は
、
差
止
請
求
の
根
拠
と
し
て
、
人
格
権
と
不
法
行
為
の
効
果
の
一
一
つ

を
認
め
る
、
い
わ
ゆ
る
複
合
説
な
い
し
二
元
説
で
あ
る
。
こ
の
学
説
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
差
止
の
根
拠
を
、
権
利
か
あ
る
い
は
不

法
行
為
か
と
一
元
的
に
構
成
せ
ず
に
、
人
格
権
と
不
法
行
為
な
い
し
準
不
法
行
為
の
両
者
で
二
元
的
に
根
拠
づ
け
る
考
え
方
で
あ
る
。
ま

ず
、
権
利
と
不
法
行
為
で
根
拠
づ
け
る
学
説
に
は
、
以
下
の
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
①
「
絶
対
橇
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
権
利
」
へ
の

侵
害
の
脅
威
に
対
す
る
物
権
的
・
準
物
権
的
不
作
為
訴
権
と
右
の
権
利
を
含
む
「
権
利
・
法
益
・
個
人
的
生
活
利
益
」
に
対
す
る
、
故

意
・
過
失
あ
る
違
法
な
行
状
に
基
づ
く
侵
害
又
は
侵
害
の
脅
威
に
対
す
る
不
法
行
為
的
不
作
為
訴
権
の
い
ず
れ
か
の
選
択
を
認
め
る
見

解
、
お
よ
び
②
絶
対
権
的
に
構
成
で
き
る
「
権
利
の
核
心
的
部
分
」
に
つ
て
は
、
権
利
を
根
拠
と
し
、
「
権
利
と
認
知
さ
れ
る
に
い
た
ら

な
い
利
益
」
の
周
辺
部
分
に
つ
い
て
は
不
法
行
為
を
根
拠
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
権
利
の
核
心
部
分
に
対
す
る
侵

（
一
叩
一

害
の
差
止
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
違
法
を
要
件
と
し
、
周
辺
部
に
つ
い
て
は
、
行
為
の
違
法
性
と
過
失
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
二
元
説
に
は
、
権
利
と
準
不
法
行
為
を
根
拠
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
横
侵
害
と
そ
れ
以
外
の
権
利
・
利
益
の

侵
害
に
分
け
、
前
者
は
権
利
構
成
、
後
者
は
準
不
法
行
為
的
構
成
と
す
る
見
解
（
行
為
の
違
法
性
の
み
を
要
求
し
、
過
失
は
不
要
と
す

人
格
権
が
、
排
他
性
を
有
す
る
権
利
と
し
て
、
差
止
請
求
の
根
拠
と
し
て
承
認
さ
れ
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
内
容
や
限
界
に
つ
い
て
、

明
確
性
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
説
上
、
人
格
権
を
差
止
の
根
拠
と
し
う
る
点
で
は
多
く
の
学
説
が
一
致
し
て
い
る
が
、
根

利
構
成
の
法
技
術
的
意
味
が
あ
る
。

｜
Ⅱ
｜

る
）
で
あ
る
。

（
２
）
学
説
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拠
と
さ
れ
る
人
格
権
そ
の
も
の
の
概
念
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
（
「
（
三
）
人
格
権
の

概
念
」
）
。
学
説
の
主
た
る
相
違
点
は
、
人
格
権
の
内
容
と
し
て
、
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
、
氏
名
、
肖
像
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ

た
、
内
容
、
限
界
と
も
に
明
確
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
権
利
と
称
し
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
か
ら
、
そ
う
で
な
い
名
誉
感
情
と
い
っ
た
も
の

ま
で
包
括
的
に
含
ま
せ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
権
利
と
称
し
得
る
よ
う
な
明
確
な
利
益
だ
け
を
含
ま
せ
る
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
人
格
権
構
成
の
利
点
は
、
そ
の
侵
害
は
原
則
と
し
て
違
法
で
あ
り
、
故
意
、
過
失
を
問
う
こ
と
な
く
差
止
請
求
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
点
と
の
関
わ
り
で
、
内
容
、
限
界
の
不
明
確
な
人
格
的
利
益
ま
で
人
格
権
に
含
ま
せ
る
と
こ
の
利

点
を
付
与
す
る
こ
と
が
不
都
合
な
場
合
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
人
格
権
に
は
、
個
別
的
人
格
権
と
称
し
う

る
程
度
に
、
内
容
、
限
界
の
明
確
性
を
備
え
て
い
る
人
格
的
利
益
だ
け
を
含
ま
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
周
辺
部
、
つ
ま
り
未
だ
権

利
と
称
せ
ら
れ
る
程
度
に
は
内
容
、
限
界
の
明
確
で
な
い
人
格
的
利
益
の
場
合
に
は
、
差
止
要
件
と
し
て
故
意
・
過
失
を
要
し
な
い
準

不
法
行
為
的
構
成
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
、
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
と
現
在
な
い
し
将
来

の
違
法
な
侵
害
な
い
し
そ
の
お
そ
れ
に
対
す
る
保
護
と
し
て
の
差
止
請
求
の
概
念
的
差
違
に
適
合
す
る
点
で
、
妥
当
だ
と
解
す
る
。

判
例
に
よ
り
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
め
が
問
題
に
な
り
だ
し
た
の
は
、
昭
和
三
○
年
代
の
末
か
ら
で
あ
る
。
「
宴
の
あ
と
」
事
件
判
決

（
東
京
地
判
昭
和
三
九
・
九
・
一
一
九
下
民
集
一
五
巻
九
号
二
一
一
一
一
七
頁
）
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
「
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
人
格
権
に
包
摂
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
お
こ
れ
を
一
つ
の
権
利
と
呼
ぶ
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
…
…
（
の
）
侵
害
に
対
し
て
は
侵
害
行
為
の
差
止
め
や
精
神
的
苦
痛
に
因
る
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
」
と
判
示
し
、
ま
た
、
「
エ

ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
決
定
（
東
京
高
決
昭
和
四
五
・
四
・
一
三
高
民
集
一
一
三
巻
二
号
一
七
二
頁
）
は
、
「
人
格
的
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
被

害
者
は
、
加
害
者
に
対
し
て
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
侵
害
行
為
の
排
除
を
求
め
、
あ
る
い
は
将
来
生
ず
べ
き
侵
害
の
予
防
を
求
め
る
請

（
３
）
判
例
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求
権
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
差
止
の
根
拠
と
し
て
人
格
権
で
は
な
く
、
人
格
的
利
益
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
「
エ

ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
決
定
は
、
差
止
要
件
を
提
示
し
た
点
で
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
大
阪
国
際
空
港
事
件
一
・
二
審
判
決

（
大
阪
地
判
昭
和
四
九
・
一
一
・
二
七
判
時
七
二
九
号
三
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
○
・
一
一
・
二
七
判
時
七
九
七
号
三
六
頁
）
が
は
じ
め
て

人
格
権
を
根
拠
と
し
て
、
差
止
を
認
め
た
の
は
特
筆
に
値
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
上
告
審
判
決
（
最
判
昭
和
五
六
・

一
一
一
・
一
六
民
集
一
一
一
五
巻
一
○
号
一
三
六
頁
）
で
は
、
通
常
の
民
事
上
の
請
求
と
し
て
は
適
法
性
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
門
前
払
い
さ

れ
た
た
め
、
差
止
の
根
拠
と
し
て
人
格
権
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
同
判
決
の

少
数
意
見
中
で
、
団
藤
裁
判
官
は
、
「
差
止
請
求
権
の
根
拠
と
な
る
『
人
格
権
』
と
い
っ
た
も
の
を
ど
こ
ま
で
権
利
と
し
て
、
こ
と
に
排

他
的
な
権
利
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
」
と
疑
問
を
呈
し
、
環
裁
判
官
は
「
い
わ
ゆ
る

人
格
権
な
い
し
環
境
権
と
い
う
私
権
を
承
認
し
、
そ
の
権
能
に
基
づ
い
て
被
上
告
人
ら
の
差
止
請
求
を
認
容
す
る
見
解
に
は
、
法
的
安

定
の
要
請
の
見
地
か
ら
今
直
ち
に
賛
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
「
人
格
権
」
と
い
う
概
念
を
否
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

間
に
あ
っ
て
も
、
最
高
裁
は
、
昭
和
四
四
年
の
刑
事
事
件
判
決
（
最
判
昭
和
四
四
・
六
・
二
五
刑
集
二
一
一
一
七
号
九
七
五
頁
）
で
、
「
人
格

権
と
し
て
の
個
人
の
名
誉
の
保
護
」
と
い
う
言
葉
を
始
め
て
使
っ
て
お
り
、
同
判
例
は
、
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判

決
（
最
大
判
昭
和
六
一
・
六
・
二
民
集
四
○
巻
四
号
八
七
一
一
頁
）
で
先
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
最
高
裁
は
、
同
「
北

方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
大
法
廷
判
決
で
「
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
」
に
基
づ
き
侵
害
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
判

（
７
）

示
す
る
に
い
た
っ
た
。
つ
ま
り
、
》
」
の
大
法
廷
判
決
で
は
、
「
名
誉
を
違
法
に
侵
害
さ
れ
た
者
は
、
損
害
賠
償
（
民
法
七
一
○
条
）
又
は

名
誉
回
復
の
た
め
の
処
分
（
同
法
七
二
三
条
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
に
基
づ
き
、
加
害
者
に
対

し
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
侵
害
行
為
を
排
除
し
、
又
は
将
来
生
ず
べ
き
侵
害
を
予
防
す
る
た
め
、
侵
害
行
為
の
差
止
め
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
名
誉
は
生
命
、
身
体
と
と
も
に
極
め
て
重
大
な
保
護
法
益
で
あ
り
、
人
格
権
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そ
の
後
、
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
一
四
・
九
・
二
四
判
時
一
八
○
二
号
六
○
頁
、
判
夕
一
一
○
六
号
七
二
頁
）

で
は
、
モ
デ
ル
小
説
に
よ
り
、
原
告
の
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
お
よ
び
名
誉
感
情
が
侵
害
さ
れ
た
事
件
で
、
「
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権

等
」
に
基
づ
く
差
止
請
求
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
で
は
、
「
名
誉
権
等
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
名
誉
権
の
み
な
ら
ず
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
よ
る
差
止
も
承
認
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
本
判
決
が
、
原
審
の
判
断
を
ほ
ぼ
是
認
し
、

独
自
の
判
断
は
極
め
て
わ
ず
か
し
か
行
っ
て
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
原
審
が
「
人
格
的
価
値
を
侵
害
さ
れ
た
者
は
、
人
格
権
に
基
づ
き
、

加
害
者
に
対
し
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
侵
害
行
為
を
排
除
し
、
又
は
将
来
生
ず
べ
き
侵
害
を
予
防
す
る
た
め
、
侵
害
行
為
の
差
止
め
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
東
京
高
判
平
成
一
三
・
二
・
一
五
判
時
一
七
四
一
号
六
八
頁
）
と
「
人
格
権
」
に
基
づ
く
差
止
請
求
を
認
め

た
表
現
を
、
本
判
決
が
、
「
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
等
」
と
表
現
を
変
え
た
の
は
、
包
括
的
な
人
格
権
、
つ
ま
り
一
般
的
人
格
権
の
承

え
ば
、
人
格
的
利
》

名
権
、
肖
像
権
、
一

か
ど
う
か
で
あ
る
。

と
し
て
の
名
誉
権
は
、
物
権
の
場
合
と
同
様
に
排
他
性
を
有
す
る
権
利
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
判
示
さ
れ
、
「
人
格
権
と

し
て
の
名
誉
権
」
に
基
づ
き
侵
害
行
為
の
差
止
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。

「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
で
承
認
さ
れ
た
こ
の
「
人
格
権
」
の
内
容
及
び
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
な
く
、
見
解
が
別
れ
て
い
る
こ
と
は
後
述
（
「
（
三
）
人
格
権
の
概
念
」
）
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
容
と
し
て
、
人
格
的

利
益
の
総
体
な
い
し
人
格
価
値
一
般
を
保
護
対
象
と
す
る
権
利
と
し
て
の
人
格
権
を
承
認
し
て
い
る
か
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
法
で
い
う

一
般
的
人
格
権
、
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
の
性
質
と
し
て
包
括
性
、
母
権
性
を
承
認
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
、
名
誉

を
権
利
と
呼
び
う
る
程
度
に
内
容
、
限
界
が
明
確
で
あ
る
と
し
て
名
誉
権
と
し
、
そ
れ
を
差
止
め
の
根
拠
に
し
た
の
か
。
一
般
的
に
い

え
ば
、
人
格
的
利
益
の
中
で
、
権
利
と
呼
び
う
る
程
度
に
内
容
、
限
界
が
明
確
な
も
の
を
個
別
的
に
、
生
命
権
、
身
体
権
、
名
誉
権
、
氏

名
権
、
肖
像
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
法
で
い
う
個
別
的
人
格
権
、
を
差
止
請
求
の
根
拠
と
し
て
承
認
し
た
の
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一
般
的
人
格
権
は
、
人
格
的
価
値
一
般
を
保
護
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
ド
イ
ツ
民
法
（
国
。
□
）
八
二
三
条
一
項
の
意

味
で
の
絶
対
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絶
対
権
は
、
有
責
な
侵
害
の
場
合
に
、
八
二
三
条
一
項
に
基
づ
い
て
不
法
行
為
責
任

と
し
て
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
い
、
ま
た
こ
の
権
利
の
違
法
な
侵
害
に
対
し
て
は
妨
害
排
除
、
不
作
為
請
求
に
よ
る
保
護
が
与
え
ら
れ

る
。
た
だ
、
こ
の
絶
対
権
的
構
成
に
対
し
て
は
、
権
利
の
内
容
が
不
明
確
で
、
権
利
の
限
界
づ
け
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

（
４
）
ま
と
め

以
上
の
考
察
か
ら
、
学
説
は
、
差
止
請
求
の
根
拠
と
し
て
、
一
般
的
に
は
人
格
権
を
認
め
る
が
、
差
止
の
根
拠
と
し
て
は
内
容
、
限

界
の
明
確
性
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
云
う
人
格
権
は
、
具
体
的
に
は
い
わ
ゆ
る
個
別
的
人
格
権
の
総
体
と
解
す
る
者
が
多
数
の

よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
差
止
請
求
権
の
根
拠
も
、
人
格
権
と
不
法
行
為
な
い
し
準
不
法
行
為
と
す
る
説
が
出
て
く
る
。

判
例
も
、
繰
り
返
し
、
「
人
格
権
と
し
て
の
…
…
権
」
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
：
。
：
・
権
」
と
い
う
人
格
権
、
つ
ま
り

個
別
的
人
格
権
を
差
止
の
根
拠
と
し
て
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
時
点
で
は
、
人
格
的
利
益
を
包

括
的
に
含
む
一
般
的
人
格
権
の
承
認
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い

る
｡

れ
よ
う
。

認
ま
で
に
は
い
た
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
個
別
的
人
格
権
を
承
認
し
て
い
る
も
の
と
解
さ

（
１
）
ド
イ
ツ
法

ド
イ
ツ
法
で
は
、

（
二
）
ド
イ
ツ
法
・
ス
イ
ス
法
に
お
け
る
人
格
権

明
文
の
根
拠
を
欠
く
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
判
例
お
よ
び
支
配
的
見
解
に
よ
っ
て
一
般
的
人
格
権
が
承
認
さ
れ
て
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（
町
」

反
対
す
る
有
力
説
が
あ
る
。
｜
般
的
人
格
権
は
、
人
格
価
値
の
全
て
を
包
括
す
る
権
利
で
あ
る
。
す
で
に
、
人
格
価
値
の
一
部
は
、
判

例
、
学
説
、
制
定
法
な
ど
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
制
定
法
上
保
護
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
氏
名
権
（
》
同
国
○
国
）
、
肖
像
権
（
一

壱
凹
寓
穴
巨
］
、
己
島
。
）
、
名
誉
権
（
》
］
忠
ｍ
ａ
Ｐ
冨
呂
少
冨
・
凹
国
○
国
）
、
生
命
・
身
体
・
健
康
・
自
由
（
駕
巳
尹
冨
』
国
○
国
）
な
ど
で
あ
り
、

こ
れ
は
個
別
的
人
格
権
と
称
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
保
護
す
べ
き
人
格
的
利
益
は
、
社
会
の
変
化
お
よ
び
科
学
技
術
の
発
達
な
ど
に

よ
り
増
大
し
、
こ
れ
ら
の
個
別
的
人
格
権
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
点
に
、
人
格
的
利
益
を
包
括
的
に
保
護
す
る
一
般
的

人
格
権
の
意
義
が
あ
る
。
一
般
的
人
格
権
は
個
別
的
人
格
権
で
は
包
摂
で
き
な
い
人
格
的
利
益
の
受
け
入
れ
要
件
（
シ
鳥
目
胴
貫
ご
囲
曾
二
）

｜
Ⅸ
｜

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
人
格
権
は
、
こ
れ
ら
、
個
別
的
人
格
権
の
総
称
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的

人
格
権
は
、
す
で
に
認
識
さ
れ
た
個
別
的
人
格
権
の
み
な
ら
ず
、
将
来
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
新
た
な
個
別
的
人
格
権
を
も
包
括
し
う

る
権
利
で
あ
る
（
一
般
的
人
格
権
の
包
括
性
）
。
ま
た
、
一
般
的
人
格
権
は
、
個
別
的
人
格
権
に
対
し
て
「
母
権
（
ご
昌
閏
．
①
Ｃ
宮
）
」
な
い

し
「
根
源
的
権
利
（
Ｃ
局
一
一
『
①
：
）
」
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
か
ら
個
別
的
人
格
権
が
派
生
し
、
ま
た
す
で
に
具
体
化
さ
れ
た
人
格
権
に
不

備
が
あ
れ
ば
、
よ
り
妥
当
な
人
格
権
の
形
成
の
た
め
に
、
そ
れ
に
立
ち
帰
り
う
る
（
母
権
性
）
。

個
別
的
人
格
権
は
、
一
般
的
人
格
権
の
内
容
が
、
判
例
、
学
説
、
制
定
法
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
、
権

利
内
容
が
明
確
で
あ
り
、
ま
た
権
利
の
限
界
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
的
人
格
権
の
権
利
と
し
て
の
内
包
、
外
延
は
明
確

で
あ
り
、
絶
対
権
と
し
て
問
題
な
く
承
認
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
保
護
の
た
め
の
個
別
的
人
格
権
に
基
づ
き
う
る
場
合
に

←
に
一

は
、
｜
般
的
人
格
権
に
立
ち
帰
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
法
適
用
上
は
個
別
的
人
格
権
が
一
般
的
人
格
権
に
優
先
す
る
。

一
般
的
人
格
権
の
包
括
性
か
ら
、
二
つ
の
面
で
の
限
界
づ
け
が
問
題
と
な
る
。
ま
ず
、
一
般
的
人
格
権
の
内
容
的
な
限
界
づ
け
は
、
個

別
的
人
格
権
へ
の
具
体
化
、
そ
の
内
容
の
整
序
に
よ
り
、
明
確
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
一
般
的
人
格
権
が
他
の
一
般
的
人
格
権
や

意
見
表
明
の
自
由
な
ど
の
基
本
権
と
衝
突
す
る
際
の
限
界
づ
け
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
一
般
的
人
格
権
の
限
界
づ
け
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ス
イ
ス
民
法
（
Ｎ
○
国
）
は
、
明
文
を
も
っ
て
人
格
の
保
護
を
規
定
し
て
い
る
（
窒
日
～
ｇ
Ｎ
Ｏ
因
）
。
中
で
も
人
格
保
護
に
関
す
る
中
心

的
な
規
定
（
塞
農
い
ぎ
ｌ
易
］
Ｎ
○
国
ふ
ち
○
両
）
は
、
一
九
八
三
年
に
改
正
さ
れ
た
（
’
九
八
五
年
七
月
一
日
施
行
）
。
人
格
の
保
護
の
原

則
を
定
め
る
民
法
二
八
条
で
二
項
人
格
を
違
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
者
は
、
侵
害
し
て
い
る
者
に
対
し
保
護
の
た
め
に
訴
え
を
提

起
し
う
る
」
、
「
二
項
侵
害
は
、
そ
れ
が
被
害
者
の
承
諾
に
よ
り
、
優
勢
な
私
的
も
し
く
は
公
的
利
益
に
よ
り
あ
る
い
は
法
律
に
よ
り

正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
違
法
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
、
人
格
の
侵
害
は
、
正
当
化
事
由
が
な
い
限
り
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
続

い
て
、
民
法
二
八
ａ
条
は
救
済
手
段
と
し
て
不
作
為
の
訴
え
、
妨
害
除
去
の
訴
え
、
侵
害
が
引
き
続
き
作
用
を
及
ぼ
す
と
き
の
確
認
の

訴
え
、
そ
の
他
、
判
決
公
表
、
損
害
賠
償
の
訴
え
、
満
足
の
訴
え
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。

保
護
の
対
象
は
、
旧
一
一
八
条
で
は
「
人
格
的
諸
関
係
（
ｂ
５
ｃ
昌
号
・
諒
爵
一
白
爵
の
）
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
新
二
八
条
で
は
、
既

に
見
た
よ
う
に
、
「
人
格
（
勺
闇
・
目
・
蔦
①
】
｛
）
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
．
そ
の
理
由
は
、
「
人
格
の
権
利
」
と
い
う
文
言
で

一
Ｍ
》

既
に
使
用
さ
れ
、
ま
た
日
常
用
語
と
し
て
「
人
格
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
人
格
的
諸
関
係
」

展し得るように、一般的、抽象的言い回しが選ばれたとする。｜Ｐ
も
、
人
格
的
法
益
の
総
体
を
意
味
し
、
旧
二
八
条
の
下
で
、
す
べ
て
の
人
格
的
法
益
の
保
護
が
可
能
で
あ
っ
た
。
新
一
一
八
条
の
「
人
格
」

と
い
う
概
念
も
、
「
そ
の
存
在
に
よ
り
、
あ
る
者
に
当
然
帰
属
す
る
す
べ
て
の
身
体
的
、
精
神
的
、
道
徳
的
及
び
社
会
的
価
値
を
包
括

し
」
、
人
格
権
を
一
般
的
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
概
念
の
下
で
、
新
し
い
人
格
的
法
益
の
保
護
が
進

一
眠
一

学
説
上
も
、
一
一
八
条
の
「
人
格
」
と
い
う
概
念
が
、
人
の
本
質
的
価
値
な
い
し
人
格
的
法
益
の
総
体
を
包
含
し
、
保
護
さ
れ
る
法
益

を
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
性
質
は
、
社
会
の
発
展
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴
う
新
し
い
法
益
の
保
護
に
柔

は
、
個
別
的
事
件
に
お
け
る
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

（
２
）
ス
イ
ス
法
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「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
」
大
法
廷
判
決
が
一
般
的
人
格
権
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
肯
定
説
及
び
否
定
説

が
あ
る
。
ま
ず
、
肯
定
説
は
、
判
決
の
「
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
」
と
い
う
表
現
に
つ
き
、
「
人
格
権
」
を
一
般
的
人
格
権
の
意
味
に

《
川
ご

解
し
、
「
名
誉
権
」
個
別
的
人
格
権
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
的
人
格
権
を
承
認
し
た
も
の
と
見
る
。
ま
た
）
」
の
判
決
で
い
う
人

一
山
）

格
権
を
包
括
性
を
認
め
た
も
の
と
解
す
る
見
解
も
本
判
決
が
一
般
的
人
格
権
を
承
認
し
た
｝
」
と
に
な
る
。
否
定
説
は
、
「
名
誉
が
生
命
、

身
体
と
と
も
に
極
め
て
重
大
な
保
護
法
益
で
あ
り
、
ま
た
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
が
物
権
と
同
様
に
排
他
性
を
有
す
る
絶
対
権
な
い

一
・
Ｆ
）

学
説
上
、
人
格
権
の
絶
対
権
性
を
承
認
し
、
差
止
の
根
拠
に
な
る
》
」
と
を
認
め
る
の
は
通
説
と
い
っ
て
よ
い
．
判
例
も
前
述
の
よ
う

に
、
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
」
大
法
廷
判
決
、
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
最
高
裁
判
決
に
よ
り
、
同
様
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
問
題
な

の
は
、
承
認
さ
れ
た
人
格
権
の
性
質
で
あ
る
。
そ
の
人
格
権
は
、
包
括
性
、
母
権
性
を
有
す
る
権
利
（
ド
イ
ツ
法
で
い
う
一
般
的
人
格

権
）
か
、
そ
れ
と
も
保
護
さ
れ
て
い
る
人
格
的
法
益
が
明
確
な
も
の
（
生
命
・
身
体
・
健
康
（
権
）
、
氏
名
（
権
）
、
肖
像
（
権
）
、
名
誉

（
権
）
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（
権
）
等
、
そ
れ
ぞ
れ
が
権
利
と
い
え
る
ほ
ど
に
、
内
包
、
外
延
が
明
確
な
も
の
、
ド
イ
ツ
法
で
い
え
ば
、
個

別
的
人
格
権
に
あ
た
る
）
に
限
る
か
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

軟
に
対
応
で
き
る
と
い
う
長
所
を
有
す
る
と
同
時
に
、
法
的
不
安
定
性
を
伴
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
人
格
」
を

一
雌
》

人
格
権
と
呼
び
、
絶
対
権
と
性
格
づ
け
て
い
る
．
結
局
、
法
文
上
の
「
人
格
」
、
学
説
の
い
う
「
人
格
権
」
も
、
い
ず
れ
も
包
括
性
、
母

権
性
を
有
す
る
点
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
一
般
的
人
格
権
と
同
様
の
概
念
で
あ
る
。

（
２
）
判
例

（
三
）
人
格
権
（

（
１
）
は
じ
め
に

人
格
権
の
概
念
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し
支
配
権
に
属
す
る
こ
と
か
ら
」
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
に
基
づ
き
差
止
請
求
を
認
め
た
も
の
で
、
生
命
、
身
体
、
名
誉
以
外
に
い

か
な
る
人
格
的
法
益
に
つ
き
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
は
今
後
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
判
決
は
一
般
的
人
格
権
を
認
め
た
も

一
割
）

の
で
は
な
い
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
、
名
誉
権
と
い
う
個
別
的
人
格
権
を
認
め
た
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
石
に

泳
ぐ
魚
』
最
高
裁
判
決
は
、
原
審
の
「
人
格
権
」
に
基
づ
く
差
止
請
求
と
い
う
表
現
を
「
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
権
等
」
に
基
づ
く
差

止
請
求
に
表
現
を
変
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
高
裁
の
現
時
の
見
解
は
個
別
的
人
格
権
の
承
認
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当

（
３
）
学
説

人
格
権
は
、
「
主
と
し
て
身
体
・
健
康
・
自
由
・
名
誉
な
ど
人
格
的
属
性
を
対
象
と
し
、
そ
の
自
由
な
発
展
の
た
め
に
、
第
三
者
に
よ

←
副
』

る
侵
害
に
対
し
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
利
益
の
総
体
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
も
の
（
一
般
的
人
格
権
承
認
説
と
呼
ん
で
お
く
）
、

「
人
格
権
と
は
、
生
命
・
身
体
・
自
由
・
名
誉
の
よ
う
な
人
格
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
利
益
を
内
容
と
す
る
権
利
を
い
う
」
と
定

（
、
）

義
す
る
も
の
（
一
般
的
人
格
権
否
定
説
と
呼
ん
で
お
く
）
等
が
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
一
般
的
人
格
権
承
認
説
が
、
人
格
権
の
内
容

を
人
格
的
諸
利
益
の
総
体
と
し
て
、
包
括
的
な
内
容
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
般
的
人
格
権
否
定
説
は
、
人
格
的
利
益
を
内
容
と
す

る
と
し
て
、
包
括
的
に
は
と
ら
え
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
｜
般
的
人
格
権
否
定
説
は
、
内
容
、
限
界
の
明
確
な
人
格
的
利

益
を
人
格
権
の
内
容
と
し
て
含
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
格
権
そ
れ
自
体
も
内
容
、
限
界
と
も
に
明
確
な
も
の
に
し
う
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
人
格
的
利
益
で
は
あ
る
が
、
内
容
、
限
界
の
明
確
で
な
い
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
差
止
請
求
と
の
関

係
で
は
、
人
格
権
と
は
別
な
構
成
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
反
し
、
一
般
的
人
格
権
承
認
説
に
よ
れ
ば
、
人

格
権
は
、
人
格
的
属
性
に
含
ま
れ
る
諸
利
益
の
総
体
な
い
し
人
格
価
値
一
般
を
保
護
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
肉
体
的
側
面
で
あ

る
生
命
・
身
体
・
健
康
（
肉
体
的
側
面
）
、
精
神
的
側
面
で
あ
る
自
由
、
名
誉
、
氏
名
、
肖
像
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
名
誉
感
情
、
そ
の
他

で
あ
る
。
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（
４
）
検
討

人
格
権
（
な
い
し
人
格
的
法
益
）
の
保
護
は
、
憲
法
一
三
条
の
要
請
で
あ
り
、
同
条
に
基
づ
く
基
本
的
人
権
に
根
拠
を
有
す
る
権
利

（
な
い
し
法
益
）
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
櫓
利
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
民
法
上
の
人
格
権
を
法
櫛
成
す
る
際
に
も
反
映

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
格
的
法
益
を
も
れ
な
く
保
護
す
る
た
め
に
は
、
人
格
権
に
包
括
的
な
性
格
を
与
え
、
一
般
的
人
格
梅
と

一
弘
｜

し
て
栂
成
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
法
や
ス
イ
ス
法
の
行
き
方
に
魅
力
を
感
ず
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
人
格
権
構
成
の
必
要
性
は
、

差
止
請
求
と
の
関
係
が
大
き
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
格
権
に
排
他
性
を
賦
与
す
る
必
要
性
が
大
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
人
格
権
は
、
法
上
、
判
例
・
学
説
で
既
に
承
認
さ
れ
た
人
格
的
利
益
な
い
し
個
別
的
人
格
権
の

総
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
母
権
的
な
い
し
根
源
的
な
性
質
を
有
す
る
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
以
上
に
、
既
に
承
認
さ
れ
た
人
格
的
法
益
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
進
展
、
科
学
技
術
の
発
展
に
応
じ
て
保
護
の
必
要
性
が
生
じ
た
新

し
い
人
格
的
法
益
の
保
護
を
含
む
こ
と
の
で
き
る
権
利
と
し
て
、
つ
ま
り
人
格
権
を
人
格
的
法
益
の
総
体
な
い
し
包
括
的
性
質
を
有
す

る
権
利
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
難
し
い
問
題
が
あ
る
。
人
格
権
は
絶
対
権
と
し
て
構
成
さ
れ
、
差
止
請
求

（
邪
」

ｗ
一
コ
で
な
い
。

の
人
格
的
利
益
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
格
権
の
内
容
の
包
括
性
は
、
新
し
く
認
識
さ
れ
た

人
格
的
利
益
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
人
格
権
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
反
面
、
そ
の
内
包
、
外
延
が
不
明
確
と
な
り
、

差
止
請
求
の
根
拠
と
し
て
の
絶
対
権
と
は
い
い
難
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
的
法
益
の
中
に
は
、
名
誉
感
情
の
よ
う
に
主
観
的
感
情

一
型
』

的
側
面
の
強
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
侵
害
に
対
し
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
判
例
は
分
か
れ
る
が
、
学
説
上
は
、
一
定
限
度
の
違
法
な

一
劃
一

侵
害
に
対
し
、
慰
謝
料
は
認
め
る
べ
き
と
す
る
。
一
般
的
人
格
権
承
認
説
に
よ
れ
ば
、
》
」
の
よ
う
な
名
誉
感
情
も
人
格
権
の
中
に
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
り
、
名
誉
感
情
侵
害
の
場
合
に
も
絶
対
櫓
と
し
て
の
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
妥
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椎
の
根
拠
と
な
り
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
人
格
権
の
違
法
な
侵
害
に
対
し
て
は
、
有
資
性
を
要
せ
ず
に
差
止
請

求
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
人
格
権
の
絶
対
権
性
と
、
人
格
権
の
包
括
性
と
の
調
和
が
問
題
と
な
る
。
既
に
承
認
さ
れ
た
人
格
的
法

益
で
、
そ
の
内
容
が
明
確
な
も
の
、
例
え
ば
、
生
命
・
身
体
・
健
康
、
氏
名
、
肖
像
、
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
が
人
格
権
の
内
容
と

な
り
う
る
点
で
は
問
題
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
ド
イ
ツ
法
上
、
個
別
的
人
格
権
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
権
利

と
称
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
人
格
的
法
益
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
含
み
う
る
の
で
、
そ
の

中
に
は
、
例
え
ば
名
誉
感
情
の
よ
う
に
、
主
観
的
で
客
観
的
に
欠
け
る
も
の
も
あ
り
、
人
格
権
を
包
括
的
な
も
の
と
解
す
る
限
り
、
そ

れ
に
も
絶
対
権
と
し
て
、
そ
の
違
法
な
侵
害
に
差
止
請
求
権
を
承
認
し
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
、
妥
当
で
な
い
。
包
括
的
性
質

・
訳
》

を
有
す
る
人
格
権
に
反
対
す
る
者
の
挙
げ
る
根
拠
が
》
」
れ
で
あ
る
。
人
格
権
の
侵
害
は
原
則
と
し
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
点
に
権
利
構

成
の
大
き
な
利
点
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
重
要
で
な
い
人
格
的
法
益
や
、
範
囲
の
明
確
に
さ
れ
て
な
い
法
益
を
当
然
に
含

み
得
る
よ
う
な
人
格
権
の
包
括
性
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
解
す
る
。

私
見
と
し
て
は
、
人
格
権
は
、
個
別
的
人
格
権
の
総
称
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
人
格
権
の
性
質
と
し
て
、
そ
こ
か

ら
個
別
的
人
格
権
の
派
生
す
る
源
と
し
て
の
母
権
性
な
い
し
根
源
性
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
人
格
権
は
、
新
し
い
人
格
的
法
益
を
承

認
す
る
根
拠
に
な
り
う
る
と
同
時
に
、
判
例
の
集
稲
に
よ
り
、
内
容
や
限
界
が
明
確
に
な
っ
た
個
別
的
人
格
権
を
人
格
権
の
中
に
含
ま

し
め
そ
の
内
容
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
不
法
行
為
的
保
護
の
た
め
に
は
、
人
格
的
利
益
で
よ
く
し
か
も
内

容
や
限
界
が
明
確
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
し
、
ま
た
、
権
利
と
構
成
で
き
な
い
利
益
で
も
、
準
不
法
行
為
的
構
成
に
よ
り
差
止
請
求

的
保
護
受
け
う
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
的
保
護
お
よ
び
準
不
法
行
為
的
保
護
の
事
例
の
集
積
を

通
じ
て
、
人
格
的
利
益
の
内
容
お
よ
び
限
界
が
次
第
に
明
確
に
な
り
、
権
利
と
呼
ば
れ
う
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
絶
え
ず
生
成

す
る
権
利
は
、
人
格
権
の
内
容
を
豊
富
に
し
、
ま
た
そ
れ
自
身
で
あ
る
い
は
人
格
権
の
一
部
と
し
て
差
止
請
求
の
根
拠
と
な
り
う
る
。



名誉穀損と差止請求(－)(安次富哲雄） 6４

注（
１
）
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
平
井
宜
雄
『
憤
権
各
論
Ⅱ
』
（
弘
文
堂
、
平
成
四
年
）
一
○
七
頁
が
あ
る
。

（
２
）
宗
宮
信
次
『
増
補
名
誉
権
藝
警
四
八
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
四
年
）
、
五
十
嵐
清
『
人
格
権
論
』
（
一
粒
社
、
一
九
八
九
年
）
一
○
頁
、

斉
藤
博
「
人
格
権
ｌ
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
」
『
民
法
判
例
百
選
Ｉ
』
（
第
三
版
）
一
五
頁
、
幾
代
・
徳
本
・
『
不
法
行
為
法
』
（
有
斐
閣
、
平
成

五
年
）
三
一
五
頁
、
平
井
・
前
注
（
１
）
一
○
六
頁
以
下
な
ど
。

（
３
）
浜
田
麓
「
不
法
行
為
の
効
果
に
関
す
る
一
考
察
－
１
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
に
つ
い
て
」
私
法
一
五
号
九
一
頁
以
下
。

（
４
）
柳
沢
弘
士
「
予
防
的
不
作
為
請
求
権
の
榊
造
ｌ
と
く
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ｓ
『
蔚
巨
、
、
ご
烏
己
三
、
『
一
：
自
照
六
一
四
ｍ
、
を
餅
酌
し
て
１
」
日
大
法
学

紀
要
一
六
八
頁
以
下
、
二
○
八
頁
以
下
。

（
５
）
大
塚
直
「
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
ｌ
他
の
樹
成
に
よ
る
差
止
請
求
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
民
商
法
雑
誌
一
一
六
巻
四
・
五
号
三
四
頁
．

（
６
）
沢
井
裕
『
公
害
差
止
の
法
理
』
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
一
年
）
二
頁
、
四
宮
和
夫
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
下
）
』
（
青
林
書

院
、
昭
和
六
○
年
）
四
七
八
頁
以
下
。

（
７
）
こ
の
判
決
が
人
格
櫓
を
承
認
し
て
以
来
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
謂
求
権
と
の
関
連
で
も
、
「
人
格
権
」
侵
害
を
根
拠
と
す
る
判
例
が

出
て
き
た
。
例
え
ば
、
氏
名
を
正
確
に
呼
称
さ
れ
る
利
益
は
人
格
権
の
一
内
容
を
な
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
上
の
保
護

を
受
け
う
る
利
益
で
あ
る
と
判
示
す
る
最
判
昭
和
六
三
・
二
・
一
六
民
築
四
二
巻
二
号
二
七
頁
、
患
者
が
宗
教
上
の
理
由
か
ら
輸
血
を
伴
う
医

療
行
為
は
拒
否
す
る
と
の
明
確
な
意
思
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
思
決
定
を
す
る
権
利
は
人
格
権
の
一
内
容
と
し
て
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
判
示
す
る
平
成
一
一
一
・
一
一
・
一
二
民
集
五
四
巻
二
号
五
八
一
一
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
８
）
明
示
的
に
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
者
は
い
な
い
が
、
人
格
権
を
承
認
し
つ
つ
、
一
般
的
人
格
権
を
認
め
な
い
説
は
、
人
格
権
を
個
別
的
人
格
権

の
総
体
と
解
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
説
と
し
て
、
藤
岡
康
宏
「
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
」
星
野
英
一
編
集
代
表
『
民
法
調
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戸、Ｐ■、戸、

Ｚ０１９１８
、■〆、■'、■〆

〆■、〆へ〆へ

１７１６１５
～〆ミーグ、－〆

ｸﾞ■、￣､グー､

１４１３１２
，－〆～ン、￣

グ酉一グー、

１１１０
，回〆、ロン

〆■、

９
－グ

座
六
巻
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』
（
有
斐
閣
、
昭
六
○
年
）
四
一
一
四
頁
、
大
塚
・
前
注
（
５
）
二
九
頁
以
下
が
あ
る
。

【
・
Ｐ
鳥
目
・
ロ
閣
冨
巴
一
ｍ
③
目
⑰
言
⑥
勺
閏
・
島
ｏ
房
③
房
『
ｇ
宣
言
冒
胃
◎
宮
号
『
目
⑥
『
一
冒
亘
①
ヨ
ェ
目
二
一
目
、
９
．
ｚ
］
三
」
ｂ
い
い
．
ｍ
・
岡
〕
開
く
一
般
的
人
格
権
は
明

確
な
限
界
づ
け
が
困
難
と
い
う
理
由
）
←
】
・
団
留
負
⑫
。
言
一
二
§
頁
田
・
目
騨
尹
昌
．
．
］
＠
ｓ
．
⑫
・
さ
』
。
（
一
般
的
人
格
権
は
具
体
的
に
限
定
さ

れ
た
意
味
内
容
を
有
し
な
い
と
い
う
理
由
）
）
言
国
憲
昌
警
員
⑫
旨
。
§
頁
か
。
シ
昌
・
・
］
巳
９
ｍ
．
＄
一
再
（
一
般
的
人
格
権
は
、
明
確
な
輪

郭
を
有
し
な
い
枠
組
権
（
両
畠
冒
目
§
言
）
で
あ
る
と
い
う
理
由
）
。

【
・
Ｐ
巴
節
目
〉
シ
』
］
砲
⑪
ロ
】
③
旨
①
『
自
国
一
二
③
函
旦
呂
厨
ｏ
冨
己
西
○
国
単
一
尹
巨
室
・
］
＠
ゴ
ヨ
。
⑫
．
」
Ｃ
Ｄ
・

一
般
的
人
格
権
の
絶
対
権
性
に
疑
問
を
呈
す
る
者
も
、
個
別
的
人
格
権
に
つ
い
て
は
問
題
な
く
絶
対
権
性
を
認
め
る
。
雪
，
『
房
自
房
冒
目

唖
・
冨
三
『
ｇ
三
・
今
冒
二
・
車
・
・
色
を
参
照
。

【
・
Ｐ
閂
『
⑰
冒
牢
シ
』
】
、
①
三
⑰
旨
③
『
自
国
一
二
⑥
い
』
⑥
臣
冨
ｏ
二
⑰
ゴ
ロ
①
国
・
や
尹
巨
室
。
⑫
。
ご
＠
・

因
。
扇
号
四
甸
邑
す
①
『
』
】
⑥
」
シ
ョ
ー
⑪
冒
皀
晒
二
⑥
ｍ
ｍ
ｏ
宮
冑
同
⑥
ユ
函
◎
す
⑪
ロ
Ｎ
－
く
一
一
ｍ
①
⑫
⑥
一
Ｎ
ご
臣
●
す
⑰
ｕ
で
①
風
・
昌
冒
声
声
①
】
毎
ｍ
昌
凶
』
シ
コ
・
凹
車
、
○
国
兵
口
。
←
し
。
宛
》
ｍ
・
悼
哩
・

両
『
目
白
両
陦
一
貫
己
⑰
『
⑫
○
言
一
脚
二
国
勺
⑥
勗
○
己
】
の
蔦
③
一
一
ｍ
⑰
函
⑰
己
ワ
⑰
【
同
旨
四
氏
目
目
『
呂
冗
昌
一
◎
目
二
句
⑩
『
ョ
暁
⑪
冨
回
息
。
旨
の
冒
蔚
目
⑰
『
一
ｍ
。
冨
目
宅
『
］
ご
菖
而
○
頁

前
注
（
⑬
）
、
国
：
。
島
．
⑫
・
園
・

以
上
の
記
述
は
、
ど
】
＆
①
閉
ロ
ロ
・
訂
飼
ｚ
昌
言
二
。
言
弔
：
盲
目
目
□
宅
園
亘
】
・
罠
の
言
い
・
三
局
・
印
・
屋
冒
に
よ
る
。

人
格
権
を
個
別
的
人
格
権
の
総
体
で
あ
る
と
解
す
る
説
は
、
こ
の
排
他
性
を
一
般
に
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
人
格
権
を
承
認
す
る

説
で
も
、
排
他
性
を
承
認
す
る
説
も
あ
る
。
五
十
嵐
・
前
注
（
２
）
一
○
頁
．

五
十
嵐
清
「
人
格
権
の
侵
害
と
差
止
請
求
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
七
号
一
一
一
二
頁
・

斉
藤
・
前
注
（
２
）
一
五
頁
。

加
藤
和
夫
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
差
止
国
賠
最
高
裁
大
法
廷
判
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
七
号
五
八
頁
。

ｍ
・
山
〕
。
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（
二
判
例

１
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」

（
１
）
判
決
等
の
紹
介

（
皿
）
五
十
嵐
・
前
注
（
２
）
七
頁
．

宛
）
大
塚
・
前
注
（
５
）
一
頁
。
定
義
自
体
か
ら
は
、
一
般
的
人
格
権
を
否
定
す
る
こ
と
は
自
明
で
は
な
い
．
し
か
し
、
一
般
的
人
格
権
に
と
っ

て
本
質
的
で
あ
る
、
人
格
的
利
益
を
包
括
的
に
含
む
点
を
述
べ
て
な
い
点
で
、
否
定
説
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。

（
四
）
肯
定
》
東
京
地
判
昭
和
四
六
・
八
・
七
判
時
六
四
○
号
五
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
五
四
・
一
一
・
一
一
七
判
夕
四
○
六
号
一
二
九
頁
、
大
阪
地
判
昭

和
六
○
・
一
一
・
一
三
判
夕
五
五
四
号
一
一
六
六
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
一
・
四
・
一
一
一
○
判
時
一
一
一
二
一
一
一
号
七
一
頁
な
ど
。
否
定
皿
東
京
地
判
昭

和
四
一
・
八
・
五
判
時
四
六
一
一
号
三
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
一
・
七
・
一
一
一
判
夕
六
二
二
号
一
四
九
頁
な
ど
．

（
羽
）
宗
宮
・
前
注
（
２
）
二
四
八
頁
、
一
一
一
島
宗
彦
・
民
商
六
五
巻
六
号
九
六
六
頁
、
四
宮
和
夫
・
法
協
八
九
巻
九
号
一
二
一
一
一
○
頁
（
い
ず
れ
も
最
判

昭
和
四
五
・
一
一
一
・
一
八
の
評
釈
）
、
斉
藤
博
・
判
評
二
八
六
号
二
○
一
一
一
頁
（
東
京
高
判
昭
和
五
六
・
八
・
二
五
の
評
釈
）
、
山
口
純
夫
・
判
評

三
四
四
号
二
○
三
頁
（
東
京
地
判
昭
和
六
一
・
四
・
一
一
一
○
の
評
釈
）
。

（
西
）
大
塚
・
前
注
（
５
）
三
一
頁
・

鬼
）
一
般
的
人
格
権
の
わ
が
国
へ
の
導
入
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
星
野
英
一
「
私
法
に
お
け
る
人
間
」
『
基
本
法
学
１
－
人
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八

三
年
）
一
四
九
頁
、
藤
岡
・
前
注
（
８
）
四
一
一
四
頁
、
大
塚
、
前
注
（
５
）
一
一
八
頁
参
照
．

（
刀
）
大
塚
・
前
注
（
５
）
三
○
、
三
一
頁
。

差
止
要
件
Ｉ
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
分
析
を
中
心
と
し
て
Ｉ

事
件
最
高
裁
大
法
廷
判
決
以
前
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差
止
は
、
仮
処
分
に
よ
る
こ
と
が
多
く
、
公
表
さ
れ
る
例
も
少
な
い
。
人
格
権
な
い
し
人
格
的
利
益
に
関
す
る
も
の
と
広
く
と
っ
て

も
、
昭
和
三
○
年
代
に
、
家
元
の
名
称
の
他
人
に
よ
る
使
用
に
よ
り
、
「
人
格
の
一
面
」
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
差
止
め
を
認

（
１
）

め
た
判
決
（
岡
山
地
判
昭
和
一
一
一
八
・
一
一
一
・
一
一
六
下
民
集
一
四
巻
一
一
一
号
四
七
一
一
一
頁
）
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。

（
と
）

昭
和
四
○
年
代
以
降
は
差
止
事
例
が
増
え
て
く
る
。
名
誉
穀
損
に
関
す
る
も
の
で
は
、
以
下
に
述
べ
る
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
が

差
止
要
件
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

［
１
］
東
京
地
決
昭
和
四
五
・
三
・
一
四
判
時
五
八
六
号
四
一
頁
、
判
夕
一
一
四
四
号
一
四
七
頁
（
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
一
審
判
決
）

婦
人
解
放
運
動
家
と
し
て
著
名
な
元
衆
議
院
議
員
で
あ
る
債
権
者
が
、
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
と
題
す
る
映
画
で
、
名
誉
を
頚
損
さ
れ
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
同
映
画
の
制
作
会
社
等
に
対
し
て
、
同
映
画
の
上
映
禁
止
等
を
求
め
た
。

裁
判
所
は
、
「
人
格
権
の
侵
害
に
対
し
事
前
に
差
止
請
求
権
を
認
め
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

れ
を
積
極
に
解
し
て
も
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
重
大
な
制
約
で
あ
る
点
に
鑑
み
検
閲
を
禁
じ
た
憲
法
二
一
条
二
項
の
精
神
を
考
慮
し

て
、
権
利
侵
害
の
違
法
性
が
高
度
な
場
合
に
の
み
、
差
止
請
求
を
認
め
る
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
結
論

的
に
は
名
誉
毅
損
も
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
も
、
高
度
の
違
法
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
請
求
を
却
下
し
た
。
本
決
定
は
、
差

止
要
件
と
し
て
「
高
度
の
違
法
性
論
」
を
採
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

［
２
］
横
浜
地
決
昭
和
四
九
。
六
・
一
五
判
時
七
六
○
号
七
九
頁

Ａ
地
方
新
聞
社
が
、
Ｂ
県
会
議
員
が
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
特
定
の
団
体
の
利
益
を
は
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
旨
の
記
事
を
週
刊

新
聞
に
掲
載
し
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
を
代
表
者
と
す
る
団
体
が
、
Ａ
新
聞
は
「
デ
マ
新
聞
」
、
「
非
民
主
的
な
い
ま
わ
し
い
新
聞
」
等
と
指
弾

し
た
ビ
ラ
を
作
成
し
、
議
員
や
、
周
辺
住
民
等
に
発
送
、
頒
布
し
た
た
め
、
Ａ
か
ら
そ
の
名
誉
を
穀
損
す
る
と
し
て
、
右
ビ
ラ
の
発
送

頒
布
禁
止
と
執
行
官
保
管
の
仮
処
分
を
申
請
し
た
。
裁
判
所
は
、
一
般
論
と
し
て
、
「
侵
害
行
為
の
内
容
、
表
現
の
手
段
方
法
等
侵
害
行
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為
の
態
様
、
摘
示
さ
れ
た
事
実
の
真
実
性
の
有
無
、
侵
害
行
為
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
と
加
害
者
の
主
観
的
な
意
図
そ
の
他
一
切

の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
侵
害
行
為
が
明
ら
か
に
表
現
の
自
由
の
濫
用
に
あ
た
る
な
ど
高
度
の
違
法
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
り
、
そ
の
事
前
差
止
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
事
前
差
止
を
相
当
と
す
る
ほ

ど
高
度
の
違
法
性
は
な
い
と
し
て
差
止
請
求
を
却
下
し
た
。
本
決
定
は
、
［
１
］
の
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
の
一
審
判
決
と
同
じ
く
、

差
止
要
件
と
し
て
、
高
度
の
違
法
性
を
採
用
し
て
い
る
。

［
３
］
東
京
高
決
昭
和
四
五
・
四
・
一
三
判
時
五
八
七
号
一
一
一
一
頁
、
判
夕
二
四
四
号
一
四
七
頁
（
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
二
審
判
決
）

前
記
［
２
］
判
決
の
控
訴
審
。
裁
判
所
は
、
「
人
格
的
利
益
の
侵
害
が
、
小
説
、
演
劇
、
映
画
等
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
場
合

に
は
、
個
人
の
尊
厳
お
よ
び
幸
福
追
求
の
権
利
の
保
護
と
表
現
の
自
由
（
特
に
言
論
の
自
由
）
の
保
障
と
の
関
係
に
鑑
み
、
い
か
な
る

場
合
に
右
請
求
権
を
認
む
べ
き
か
に
つ
い
て
慎
重
な
考
慮
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
一
般
的
に
は
、
右
請
求
権
の
存
否

は
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
排
除
な
い
し
予
防
の
処
騒
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
蒙
る
不
利
益

の
態
様
、
程
度
と
、
侵
害
者
が
右
の
措
慨
に
よ
っ
て
そ
の
活
動
の
自
由
を
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
る
不
利
益
の
そ
れ
と
を
比

較
衡
量
し
て
決
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
結
論
と
し
て
は
、
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
否
定
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
本

決
定
は
、
差
止
要
件
と
し
て
、
「
比
較
衡
量
論
」
を
採
用
し
て
い
る
。

［
４
］
札
幌
地
判
昭
和
五
五
・
二
・
五
判
時
一
○
一
○
号
九
一
頁
（
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
仮
処
分
異
議
一
審
判
決
）

北
海
道
知
事
選
挙
に
出
馬
予
定
で
あ
っ
た
元
旭
川
市
長
Ｘ
に
つ
い
て
、
Ｙ
が
、
そ
の
発
行
す
る
雑
誌
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
昭
和
五

四
年
四
月
号
に
「
あ
る
権
力
者
の
誘
惑
」
と
題
す
る
記
事
の
掲
載
を
計
画
し
た
と
こ
ろ
、
校
正
ゲ
ラ
の
段
階
で
こ
の
記
事
を
入
手
し
た

Ｘ
か
ら
、
右
記
事
が
そ
の
名
誉
を
穀
損
す
る
と
し
て
、
同
年
二
月
一
六
日
、
右
記
事
の
印
刷
、
製
本
、
販
売
、
配
布
の
禁
止
を
求
め
る

仮
処
分
が
申
請
さ
れ
、
札
幌
地
裁
は
即
日
申
請
を
認
容
し
た
。
Ｙ
か
ら
の
右
仮
処
分
異
議
訴
訟
が
本
件
で
あ
る
。
な
お
、
Ｙ
は
Ｘ
と
国
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「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
」
最
高
裁
大
法
廷
判
決
以
前
の
名
誉
穀
損
に
対
す
る
差
止
請
求
事
件
に
関
す
る
裁
判
例
は
少
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
に
関
す
る
二
つ
の
決
定
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
人
格
的
利
益
の
保
護
と
表
現
の
自
由
・
検
閲
禁
止

と
の
調
整
を
意
識
し
た
上
で
、
差
止
の
判
断
基
準
な
い
し
要
件
を
判
示
し
た
点
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
決
定
に
よ
り
、
人
格
権
と
表

現
の
自
由
の
調
整
の
問
題
が
本
格
的
に
提
起
さ
れ
、
こ
の
問
題
の
重
要
性
が
は
じ
め
て
認
識
さ
れ
た
、
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
表
現
の
自
由
と
の
関
連
で
差
止
め
の
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
、
「
違
法
性
が
高
度
の
場
合
二
一
審
決
定
［
１
］
）
あ
る
い
は
「
（
利

益
、
比
較
衡
量
」
（
同
二
審
決
定
［
３
］
）
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

［
１
］
、
［
４
］
判
決
は
事
前
差
止
（
妨
害
予
防
）
の
事
例
で
あ
り
、
［
２
］
、
［
３
］
判
決
は
、
妨
害
排
除
の
事
例
で
あ
る
が
、
そ
の
点

の
要
件
へ
の
影
響
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。
高
度
の
違
法
性
論
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
違
法
性
の
強
弱
と
い
う
尺
度
が
暖
昧
で
、
解
釈

｛
恥
》

の
仕
方
に
よ
っ
て
は
広
範
囲
な
差
止
め
を
認
め
る
結
果
に
な
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
被
害
者
側
の
不
利
益
の
態
様
、
程
度
と

侵
害
者
側
の
表
現
の
自
由
と
の
比
較
衡
量
は
表
現
の
自
由
に
優
越
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
裁
判
官
の
裁
量
、
主
観
的
判
断

を
相
手
と
す
る
損
害
賠
償
訴
訟
も
提
起
し
た
が
、
そ
の
上
告
審
判
決
が
、
後
に
詳
し
く
論
ず
る
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
最
高
裁
大

法
廷
判
決
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
「
事
前
差
し
止
め
を
許
す
の
は
、
、
侵
害
者
と
被
侵
害
者
双
方
の
利
害
の
慎
重
な
比
較
衡
量
を
行
っ
た

上
判
断
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
明
ら
か
に
名
誉
段
損
に
当
た
る
行
為
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
お
ｑ
か

つ
、
そ
の
名
誉
段
損
行
為
が
行
わ
れ
る
と
被
害
者
の
う
け
る
損
失
は
極
め
て
大
き
い
う
え
、
そ
の
回
復
を
事
後
的
に
は
か
る
の
は
不
能

な
い
し
箸
る
し
く
困
難
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
が
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
」
と
判
示
し
、
差
止
請
求
権
の
存
在
が
肯
定
で
き
る
と
し
た
。

本
判
決
は
、
［
３
］
の
「
エ
ロ
ス
＋
虐
殺
」
事
件
二
審
判
決
で
提
示
さ
れ
た
、
比
較
衡
量
論
を
判
断
基
準
に
し
な
が
ら
、
差
止
め
許
容
の

要
件
を
列
挙
し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
と
さ
れ
る

（
２
）
ま
と
め
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注

の
介
入
を
必
要
以
上
に
許
容
す
る
危
険
が
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
、
「
宴
の
あ
と
」
事
件
判
決
（
東
京
地
判
昭
和
三
九
・
九
・
一
一
八
下
民
集
一
五
巻
九
号
一
一
一
一
一
一
七
頁
）
が
、
傍
論
な

が
ら
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
」
の
侵
害
に
対
し
差
止
め
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
。

（
２
）
差
止
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
．
東
京
地
決
昭
和
四
二
・
一
○
・
一
三
下
民
集
一
八
巻
九
・
一
○
号
九
九
五
頁
は
、

債
務
者
が
発
行
し
た
『
こ
れ
が
創
価
学
会
だ
Ｉ
元
学
会
幹
部
四
三
人
の
告
白
』
と
題
す
る
図
譜
が
債
権
者
で
あ
る
政
党
、
お
よ
び
そ
の
幹
部
、

宗
教
団
体
の
名
誉
を
段
損
す
る
と
し
て
、
同
書
の
発
売
、
頒
布
又
は
展
示
等
の
禁
止
を
求
め
る
仮
処
分
申
諭
が
な
さ
れ
、
却
下
さ
れ
た
事
例
で

あ
る
が
、
差
止
要
件
は
提
示
さ
れ
て
な
い
。
東
京
地
決
昭
和
五
一
・
三
・
一
一
判
時
八
○
九
号
六
二
頁
は
、
Ｙ
執
筆
、
Ｙ
発
行
の
『
革
新
汚
職
』

と
題
す
る
書
籍
中
で
、
村
の
有
力
者
と
し
て
の
地
位
を
利
用
し
て
、
将
来
値
上
が
り
が
期
待
さ
れ
る
村
有
地
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
こ
れ
を
私

物
化
し
た
旨
、
記
載
さ
れ
た
社
会
党
県
議
で
あ
る
ｘ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
事
実
に
反
し
、
中
傷
だ
と
し
て
、
同
書
の
一
部
を
切
除
な
い
し
抹

消
し
な
け
れ
ば
頒
布
・
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
仮
処
分
を
申
請
し
、
認
容
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
本
決
定
に
は
理
由
が
付
さ
れ
て
な
く

裁
判
所
の
潔
定
し
た
事
実
及
び
結
鎗
に
至
っ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
３
）
一
連
の
「
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
事
件
の
う
ち
、
本
件
仮
処
分
異
議
訴
訟
の
控
訴
審
判
決
（
控
訴
棄
却
）
は
札
幌
高
裁
で
昭
和
五
六
・
五
・
一
九

に
出
さ
れ
、
上
告
審
判
決
（
特
別
上
告
棄
却
）
は
、
昭
和
五
六
・
一
○
・
二
に
出
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
損
害
賠
償
訴
訟
に
つ
い
て
は
、

一
審
判
決
は
札
幌
地
判
昭
和
五
五
・
七
・
一
六
（
請
求
棄
却
）
、
控
訴
審
判
決
は
、
札
幌
高
判
昭
和
五
六
・
三
・
二
六
（
控
訴
棄
却
）
で
あ

り
、
上
告
審
判
決
が
、
本
稿
で
差
止
要
件
を
考
察
す
る
対
象
と
し
て
い
る
、
大
法
廷
で
出
さ
れ
た
最
大
判
昭
和
六
一
・
六
・
二
民
集
四
○
巻

四
号
八
七
二
頁
で
あ
る
。

（
４
）
竹
田
稔
『
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
対
す
る
民
事
責
任
の
研
究
』
（
酒
井
書
店
、
一
九
八
二
年
）
二
○
○
頁
以
下
。
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（
５
）
右
崎
正
博
「
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
表
現
の
事
前
差
止
」
『
現
代
法
の
諸
領
域
と
憲
法
理
念
Ｉ
小
林
孝
輔
教
授
還
暦
記
念
論
集
』
（
学
陽

書
房
、
’
九
八
三
年
）
二
九
四
頁
。

（
６
）
竹
田
稔
『
増
補
改
訂
版
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
民
事
責
任
』
（
判
例
時
報
社
、
平
成
一
○
年
）
二
六
頁
、
二
二
九
頁
。

（
７
）
竹
田
・
前
注
（
６
）
二
一
一
九
頁
。


